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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上流側プレートと、
　前記上流側プレートの下流側に設けられ、該上流側プレートに対して対向配置された下
流側プレートと、
　上流側及び下流側が開放端とされた筒状をなしており、上流側の開放端に配置された前
記上流側プレート、及び下流側の開放端に配置された下流側プレートとともに内部にプレ
ナムを区画する筒状部材と、
　前記プレナムに燃料ガスを導入する燃料チューブと、
　前記上流側プレート、前記下流側プレート、及び前記プレナムを貫くように延びる管状
をなし、上流側及び下流側が開放端とされており、前記プレナム内に供給された前記燃料
ガスを内側に導入する燃料孔を有し、前記燃料ガスと上流側の開放端から導入された空気
とを混合する予混合チューブと、
　前記下流側プレートに冷却空気を導入する冷却空気導入管と、
　を備え、
　前記下流側プレートは、前記冷却空気導入管からの前記冷却空気が導入される空気導入
部と、該空気導入部から前記下流側プレートの面に沿う方向に向かって、前記予混合チュ
ーブを避けるように延びる複数の冷却流路と、を有し、
　前記下流側プレートは、前記上流側プレートと対向する第１の面を有する第１のプレー
ト部と、
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　前記第１のプレート部の上流側に配置され、前記第１の面に対して接合される第２の面
、及び前記冷却流路を有する第２のプレート部と、
　を備え、
　前記複数の冷却流路は、前記第２のプレート部のみに形成されるとともに、前記第２の
面から前記上流側プレート側に凹んだ複数の溝である燃料噴射器。
【請求項２】
　前記第１のプレート部は、前記溝と対向する部分を貫通する貫通孔を有する請求項１記
載の燃料噴射器。
【請求項３】
　前記筒状部材は、前記下流側プレートを通過した前記冷却空気を前記上流側プレートよ
りも上流側に排気するための排気経路を有する請求項１又は２記載の燃料噴射器。
【請求項４】
　前記空気導入部は、前記第２の面側から前記第２のプレート部に形成された凹部であり
、前記冷却空気導入管の下流側端部と接続されるとともに、前記複数の冷却流路に前記冷
却流路を分配する分配部に接続されている請求項１に記載の燃焼器。
【請求項５】
　請求項１から４のうち、いずれか一項記載の燃料噴射器と、
　前記燃料噴射器を収容するとともに、前記燃料噴射器から噴射された燃料ガスと空気と
が混合されたガスを燃焼させて、燃焼ガスを生成する燃焼筒と、
　を有する燃焼器。
【請求項６】
　請求項５記載の燃焼器と、
　圧縮空気を生成するとともに、前記燃料噴射器に前記空気として前記圧縮空気を供給す
る圧縮機と、
　前記圧縮機により生成された前記圧縮空気を抽気する抽気部と、
　前記抽気部により抽気された圧縮空気をさらに圧縮して、冷却空気を生成する強制空冷
圧縮機と、
　前記強制空冷圧縮機が生成した前記冷却空気を前記燃焼器に導入する冷却空気導入ライ
ンと、
　を備えるガスタービン。
【請求項７】
　前記抽気部により抽気された圧縮空気を冷却するクーラを備える請求項６記載のガスタ
ービン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料噴射器、燃焼器、及びガスタービンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービンの燃焼器は、燃料噴射器を有する。燃料噴射器は、圧縮空気と燃料ガスと
を予め均一に混合させる。そして、燃焼器は、高温の燃焼ガスを生成する。
【０００３】
　ガスタービンの燃焼器としては、燃焼が安定し、かつ環境負荷物質であるＣＯ・ＮＯｘ
排出量が少ないものが好ましい。
　このような燃焼器として、多孔噴流バーナ（「クーラスタバーナ」ともいう）を搭載し
たものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１には、上流側に配置され、複数の空気孔が形成された上流側プレートと、上
流側プレートの下流側に配置され、複数の空気孔が形成された下流側プレートと、燃料送
給チューブと、を備えた燃料噴射器が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－８０２１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１に記載の燃料噴射器では、下流側プレートにおいて、付着火炎が
発生する可能性がある。このため、下流側プレートを冷却する必要がある。そして、下流
側プレートの冷却を効率良く行うことが望まれている。
【０００７】
　そこで、本発明は、下流側プレートを効率良く冷却することの可能な燃料噴射器、燃焼
器、及びガスタービンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る燃料噴射器は、上流側プレートと、前
記上流側プレートの下流側に設けられ、該上流側プレートに対して対向配置された下流側
プレートと、上流側及び下流側が開放端とされた筒状をなしており、上流側の開放端に配
置された前記上流側プレート、及び下流側の開放端に配置された下流側プレートとともに
内部にプレナムを区画する筒状部材と、前記プレナムに燃料ガスを導入する燃料チューブ
と、前記上流側プレート、前記下流側プレート、及び前記プレナムを貫くように延びる管
状をなし、上流側及び下流側が開放端とされており、前記プレナム内に供給された前記燃
料ガスを内側に導入する燃料孔を有し、前記燃料ガスと上流側の開放端から導入された空
気とを混合する予混合チューブと、前記下流側プレートに冷却空気を導入する冷却空気導
入管と、を備え、前記下流側プレートは、前記冷却空気導入管からの前記冷却空気が導入
される空気導入部と、該空気導入部から前記下流側プレートの面に沿う方向に向かって、
前記予混合チューブを避けるように延びる複数の冷却流路と、を有し、前記下流側プレー
トは、前記上流側プレートと対向する第１の面を有する第１のプレート部と、前記第１の
プレート部の上流側に配置され、前記第１の面に対して接合される第２の面、及び前記冷
却流路を有する第２のプレート部と、を備え、前記複数の冷却流路は、前記第２のプレー
ト部のみに形成されるとともに、前記第２の面から前記上流側プレート側に凹んだ複数の
溝である。
【０００９】
　本発明によれば、高温となる下流側プレートに冷却空気が流れる冷却流路を設けること
で、冷却空気で直接下流側プレートを冷却することが可能となる。これにより、下流側プ
レートの外側から冷却空気を吹き付ける場合と比較して、少ない量の冷却空気を用いて効
率良く下流側プレートを冷却させることができる。
【００１０】
　また、下流側プレートに、冷却空気導入管からの冷却空気が導入される空気導入部を設
けることで、冷却空気用のプレナムを設ける必要が無くなり、燃料ガス用のプレナムのみ
を設ければよいため、燃料噴射器の構造を簡略化させることができる。
【００１１】
　また、本発明の一態様に係る燃料噴射器において、前記下流側プレートは、前記上流側
プレートと対向する第１の面を有する第１のプレート部と、前記第１のプレート部の上流
側に配置され、前記第１の面に対して接合される第２の面、及び前記冷却流路を有する第
２のプレート部と、を備えてもよい。
【００１２】
　このように、付着火炎が形成される可能性のある第１のプレート部ではなく、第１のプ
レート部の上流側に配置された第２のプレート部に冷却流路を形成することで、第２のプ
レート部よりも高温になりやすい第１のプレート部の厚さを薄くすることが可能となる。
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　これにより、冷却流路内を流れる冷却空気を用いて、厚さの薄い第１のプレート部を効
率良く冷却することができる。
【００１３】
　また、本発明の一態様に係る燃料噴射器において、前記冷却流路は、前記第２の面から
前記上流側プレート側に凹んだ溝であってもよい。
【００１４】
　このような構成とすることで、冷却流路を流れる冷却空気の一部を、第１のプレート部
の第１の面に直接接触させることが可能となるので、第２のプレート部に冷却流路を内設
させた場合と比較して、第１のプレート部を効率良く冷却することができる。
【００１５】
　また、本発明の一態様に係る燃料噴射器において、前記第１のプレート部は、前記溝と
対向する部分を貫通する貫通孔を有してもよい。
【００１６】
　このような構成とされた貫通孔を有することで、貫通孔を流れる冷却空気により第１の
プレート部の内部から第１のプレート部を冷却させることが可能になるとともに、貫通孔
から吐出された冷却空気により、第１の面の反対側に配置された第１のプレートの面を冷
却させることが可能となるので、第１のプレート部を非常に効率良く冷却させることがで
きる。
【００１７】
　また、本発明の一態様に係る燃料噴射器において、前記筒状部材は、前記下流側プレー
トを通過した前記冷却空気を前記上流側プレートよりも上流側に排気するための排気経路
を有してもよい。
【００１８】
　このような構成とされた排気経路を有することで、排気経路から排気された冷却空気を
予混合チューブ内に導入される空気として再利用することができる。
　さらに、本発明の一態様に係る燃料噴射器において、前記空気導入部は、前記第２の面
側から前記第２のプレート部に形成された凹部であり、前記冷却空気導入管の下流側端部
と接続されるとともに、前記複数の冷却流路に前記冷却流路を分配する分配部に接続され
ていてもよい。
【００１９】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る燃焼器は、上記燃料噴射器と、前記燃
料噴射器を収容するとともに、前記燃料噴射器から噴射された燃料ガスと空気とが混合さ
れたガスを燃焼させて、燃焼ガスを生成する燃焼筒と、を有する。
【００２０】
　本発明によれば、上記燃料噴射器を有することで、下流側プレートを効率良く冷却する
ことができるとともに、安定して燃焼器を稼働させることができる。
【００２１】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様に係るガスタービンは、上記燃焼器と、圧縮
空気を生成するとともに、前記燃料噴射器に前記空気として前記圧縮空気を供給する圧縮
機と、前記圧縮機により生成された前記圧縮空気を抽気する抽気部と、前記抽気部により
抽気された圧縮空気をさらに圧縮して、冷却空気を生成する強制空冷圧縮機と、前記強制
空冷圧縮機が生成した前記冷却空気を前記燃焼器に導入する冷却空気導入ラインと、を備
える。
【００２２】
　本発明によれば、上記燃焼器を有することで、下流側プレートを効率良く冷却すること
ができるとともに、安定してガスタービンを稼働させることができる。
　また、強制空冷圧縮機を有することで、抽気部により抽気された圧縮空気をさらに圧縮
することが可能となる。これにより、抽気した圧縮空気よりも高い圧力とされた冷却空気
を燃焼器に供給することができる。
　さらに、強制空冷圧縮機を有することで、冷却流路の断面積を小さくすることができる
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。
【００２３】
　また、本発明の一態様に係るガスタービンにおいて、前記抽気部により抽気された圧縮
空気を冷却するクーラを備えてもよい。
【００２４】
　このような構成とされたクーラを有することで、圧縮空気を冷却することが可能となる
。これにより、抽気した圧縮空気よりも温度の低い冷却空気を燃焼器に供給することがで
きる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、下流側プレートを効率良く冷却することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係るガスタービンの概略構成を示す図である。
【図２】図１に示す燃焼器のうち、燃料噴射器が配置された部分を拡大した断面図である
。
【図３】図２に示す領域Ｉで囲まれた部分を拡大した断面図である。
【図４】図２に示す領域Ｊで囲まれた部分を拡大した断面図である。
【図５】図２に示す燃料噴射器をＫ視した図である。
【図６】図２に示す領域Ｍで囲まれた部分を拡大した断面図である。
【図７】冷却流路の他の配置例を示す図（その１）である。
【図８】冷却流路の他の配置例を示す図（その２）である。
【図９】冷却流路の形成工程を説明するための断面図である。
【図１０】第１のプレート部と第２のプレート部とを接合させる接合工程を説明するため
の断面図である。
【図１１】予混合チューブ挿入孔を形成する工程を説明するための断面図である。
【図１２】下流側プレートに予混合チューブを接合する接合工程を説明するための断面図
である。
【図１３】本実施形態の第１変形例に係る燃料噴射器の主要部を示す断面図である。
【図１４】本実施形態の第２変形例に係る燃料噴射器の主要部を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明を適用した実施形態について詳細に説明する。
【００２８】
　（実施形態）
　図１を参照して、本実施形態のガスタービン１０について説明する。図１では、ガスタ
ービン１０の構成要素ではない発電機５を図示する。図１では、説明の便宜上、圧縮機１
１、タービン１２、中間車室１３、及び燃焼器１５を断面で図示する。
　また、図１において、Ａは圧縮空気（以下、「圧縮空気Ａ」という）、Ａｏは外気（以
下、「外気Ａｏ」という）、Ａｘは圧縮機１１及びタービン１２の軸線（以下、「軸線Ａ
ｘ」という）、ＣＡは冷却空気（以下、「冷却空気ＣＡ」という）、Ｆは燃料ガス（以下
、「燃料ガスＦ」という）、Ｇは燃焼ガス（以下、「燃焼ガスＧ」という）をそれぞれ示
している。
【００２９】
　ガスタービン１０は、圧縮機１１と、タービン１２と、中間車室１３と、複数の燃焼器
１５と、冷却装置１７と、を備える。
【００３０】
　圧縮機１１は、圧縮機ロータ２１と、圧縮機車室２３と、複数の圧縮機静翼列２５と、
を有している。
【００３１】
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　圧縮機ロータ２１は、軸線Ａｘ周りに回転する。圧縮機ロータ２１は、圧縮機ロータ軸
２７と、複数の圧縮機動翼列２８と、を有している。
【００３２】
　圧縮機ロータ軸２７は、軸線Ａｘ方向に延在しており、軸線が軸線Ａｘと一致している
。
　複数の圧縮機動翼列２８は、圧縮機ロータ軸２７の外周面に設けられている。複数の圧
縮機動翼列２８は、軸線Ａｘ方向に間隔を空けて配列されている。
　複数の圧縮機動翼列２８は、圧縮機ロータ軸２７の周方向に配列された複数の動翼で構
成される。
【００３３】
　上記構成とされた圧縮機１１は、圧縮機ロータ２１が回転した状態で、外部から取り込
んだ外気Ａｏ（例えば、空気）を複数の圧縮機静翼列２５と圧縮機動翼列２８との間に形
成された空間を通過させることで、圧縮空気Ａを生成する。生成された圧縮空気Ａは、中
間車室１３内に供給される。
【００３４】
　圧縮機車室２３は、筒状とされており、圧縮機ロータ２１を収容している。
　複数の圧縮機静翼列２５は、圧縮機車室２３の内側に固定されている。圧縮機静翼列２
５は、各圧縮機動翼列２８の各下流側にそれぞれ配置されている。複数の圧縮機静翼列２
５は、それぞれ圧縮機車室２３の周方向に配列された複数の静翼で構成されている。
【００３５】
　タービン１２は、タービンロータ３１と、タービン車室３３と、複数のタービン静翼列
３５と、を有している。
【００３６】
　タービンロータ３１は、タービンロータ軸３７と、複数のタービン動翼列３８と、を有
する。
　タービンロータ軸３７は、軸線Ａｘ方向に延在しており、軸線Ａｘ周りに回転する。タ
ービンロータ軸３７の一方の端部は、発電機５のロータと接続されている。
【００３７】
　複数のタービン動翼列３８は、タービンロータ軸３７の外周面に設けられている。複数
のタービン動翼列３８は、軸線Ａｘ方向に間隔を空けた状態で配列されている。
　複数のタービン動翼列３８は、それぞれタービンロータ軸３７の周方向に配列された複
数の動翼で構成される。
【００３８】
　上記構成とされたタービンロータ３１は、軸線Ａｘ方向において、先に説明した圧縮機
ロータ２１と連結されている。これにより、タービンロータ３１及び圧縮機ロータ２１は
、一体に回転する。タービンロータ３１及び圧縮機ロータ２１は、ガスタービンロータ４
２を構成している。
【００３９】
　タービン車室３３は、筒状とされており、タービンロータ３１を収容している。
【００４０】
　複数のタービン静翼列３５は、タービン車室３３の内側に設けられている。タービン静
翼列３５は、各タービン動翼列３８の上流側に配置されている。
　複数のタービン静翼列３５は、それぞれタービン車室３３の周方向に配列された複数の
静翼で構成されている。
【００４１】
　上記構成とされたタービン１２には、後述する燃焼器１５で生成された燃焼ガスＧが供
給される。そして、燃焼ガスＧがタービン静翼列３５とタービン動翼列３８との間に形成
された空間を通過することで、タービンロータ軸３７が回転駆動される。
　これにより、ガスタービンロータ４２に連結された発電機５に回転動力が付与され、発
電が行われる。
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【００４２】
　中間車室１３は、圧縮機車室２３とタービン車室３３との間に設けられている。中間車
室１３は、軸線Ａｘ方向に延在する筒状の部材である。中間車室１３の軸線Ａｘ方向上流
側の端は、圧縮機車室２３と接続されている。中間車室１３の軸線Ａｘ方向下流側の端は
、タービン車室３３と接続されている。
【００４３】
　次に、図１～図６を参照して、燃料噴射器５０について説明する。
　図２では、図１に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。また、図２において
、Ｉ，Ｊ，Ｍは領域（以下、それぞれ「領域Ｉ」、「領域Ｊ」、「領域Ｍ」という）、Ｌ
は燃料噴射器５０の中心軸（以下、「中心軸Ｌ」という）、Ｘ方向は中心軸Ｌの延在方向
をそれぞれ示している。
　さらに、図２において、下流側プレート５９の近傍に付した矢印は、圧縮空気Ａと燃料
ガスＦとが混合されたガスが噴き出す様子を模式的に示している。
【００４４】
　図３において、図２に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。図４において、
図２及び図３に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。図５において、図２及び
図４に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。図６において、図２～図４に示す
構造体と同一構成部分には同一符号を付す。
【００４５】
　燃焼器１５は、外筒４９と、燃料噴射器５０と、燃焼筒５２と、ばね部材５５と、を有
する。
【００４６】
　外筒４９は、両端が開放端とされた筒状の部材である。外筒４９は、一部が中間車室１
３内に配置された状態で中間車室１３に複数設けられている。複数の外筒４９は、互いの
間隔を空けた状態で軸線Ａｘ周りに配列されている。
【００４７】
　外筒４９は、燃料噴射器５０から噴射される圧縮空気Ａと燃料ガスＦとが混合されたガ
ス（混合ガス）を燃焼させることで、高温・高圧の燃焼ガスＧを生成する。
　外筒４９の出口側は、タービン車室３３と接続されている。外筒４９は、生成した燃焼
ガスＧをタービン車室３３内へ供給する。
【００４８】
　燃料噴射器５０は、外筒４９内に収容されており、上流側プレート５８と、下流側プレ
ート５９と、筒状部材６２と、燃料チューブ６４と、予混合チューブ６５と、冷却空気導
入管６８と、を有する。
【００４９】
　上流側プレート５８は、プレート本体７１と、燃料チューブ挿入孔７３と、予混合チュ
ーブ挿入孔７５と、を有する。
【００５０】
　プレート本体７１は、板状の部材であり、上流側に位置する筒状部材６２の内側に配置
されている。プレート本体７１の外周面は、筒状部材６２の内周面と接続されている。プ
レート本体７１としては、例えば、円形の金属製の板材を用いることができる。
【００５１】
　燃料チューブ挿入孔７３は、プレート本体７１の中央部をＸ方向に貫通するように形成
されている。燃料チューブ挿入孔７３は、燃料チューブ６４の先端部が挿入される孔であ
る。
【００５２】
　予混合チューブ挿入孔７５は、燃料チューブ挿入孔７３の外側に位置するプレート本体
７１に複数設けられている。予混合チューブ挿入孔７５は、プレート本体７１をＸ方向に
貫通している。予混合チューブ挿入孔７５は、予混合チューブ６５の上流側端部が挿入さ
れる孔である。予混合チューブ挿入孔７５には、予混合チューブ６５の上流側端部が挿入
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された状態で、圧縮空気Ａが導入される。
【００５３】
　下流側プレート５９は、上流側プレート５８の下流側に位置する筒状部材６２の内側に
配置されており、上流側プレート５８及び筒状部材６２とともにプレナム６０を区画して
いる。
　下流側プレート５９は、第１のプレート部８３と、第２のプレート部８４と、予混合チ
ューブ挿入孔８５と、空気導入部８６と、分配部８８と、冷却流路９１と、を有する。
【００５４】
　第１のプレート部８３は、板状の部材であり、上流側プレート５８の下流側に位置する
筒状部材６２の内側に配置されている。第１のプレート部８３の外周面は、筒状部材６２
の内周面と接続されている。
【００５５】
　第１のプレート部８３は、Ｘ方向において上流側プレート５８と対向する第１の面８３
ａと、第１の面８３ａの反対側に配置された面８３ｂと、を有する。
　第１のプレート部８３の面８３ｂは、付着火炎が発生する可能性のある面である。この
ため、第１のプレート部８３の面８３ｂ側は、第１の面８３ａ側よりも高温となりやすい
。
　第１のプレート部８３としては、例えば、円形の金属製の板材を用いることができる。
【００５６】
　第２のプレート部８４は、板状の部材であり、第１のプレート部８３の上流側に位置す
る筒状部材６２の内側に設けられている。第２のプレート部８４は、第１の面８３ａと接
触するように配置されている。第２のプレート部８４は、第１の面８３ａに対して接合さ
れている。
【００５７】
　第２のプレート部８４は、第１の面８３ａと接合される第２の面８４ａと、第２の面８
４ａの反対側に配置された面８４ｂと、を有する。面８４ｂは、Ｘ方向下流側に位置する
プレナム６０の端を区画している。
　上述したように、第２のプレート部８４の下流側には第１のプレート部８３が配置され
ている。このため、第２のプレート部８４は、第１のプレート部８３の温度よりも低い温
度となる。
【００５８】
　予混合チューブ挿入孔８５は、第１及び第２のプレート部８３，８４をＸ方向に貫通す
るように複数形成されている。複数の予混合チューブ挿入孔８５は、それぞれＸ方向に配
置された１つの予混合チューブ挿入孔７５と対向する位置に配置されている。
　予混合チューブ挿入孔８５は、予混合チューブ６５の下流側端部が挿入される孔である
。
【００５９】
　空気導入部８６は、第２の面８４ａ側から第２のプレート部８４に形成された凹部であ
り、冷却空気導入管６８の下流側端部と接続されている。空気導入部８６は、各セクター
９０に設けられた分配部８８と接続されている。
【００６０】
　このような構成とされた空気導入部８６を有することで、冷却空気用のプレナムを設け
る必要が無くなり、燃料ガス用のプレナム６０のみを設ければよいため、燃料噴射器５０
の構造を簡略化させることができる。
【００６１】
　分配部８８は、第２の面８４ａ側から第２のプレート部８４に形成された凹部であり、
複数の冷却流路９１と連通している。
　分配部８８は、冷却空気導入管６８から導入された冷却空気ＣＡを複数の冷却流路９１
に分配する機能を有する。
【００６２】
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　冷却流路９１は、第２のプレート部８４に複数形成されている。冷却流路９１としては
、例えば、第２の面８４ａから上流側プレート５８側に凹んだ溝９２を用いることが可能
である。
　冷却流路９１には、分配部８８で分配された冷却空気ＣＡが流れる。冷却流路９１を流
れる冷却空気ＣＡは、第１及び第２のプレート部８３，８４を冷却するための空気である
。冷却流路９１は、下流側プレート５９の面（第１の面８３ａ）に沿う方向に向かって、
予混合チューブ６５を避けて延びるように配置されている。
【００６３】
　なお、本実施形態において、「予混合チューブ６５を避けて延びる」とは、図７及び図
８に示すように、直線状に冷却流路９１を配置させて予混合チューブ６５を避ける場合や
、ジクザグに冷却流路９１を配置させて予混合チューブ６５を避ける場合等を含む。
　図７及び図８では、図５に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。
【００６４】
　このように、高温となる下流側プレート５９に冷却空気ＣＡが流れる冷却流路９１を設
けることで、冷却空気ＣＡで直接下流側プレート５９を冷却することが可能となる。これ
により、下流側プレート５９の外側から冷却空気ＣＡを吹き付ける場合と比較して、少な
い量の冷却空気ＣＡを用いて効率良く下流側プレート５９を冷却させることができる。
【００６５】
　また、付着火炎が形成される可能性のある第１のプレート部８３ではなく、第１のプレ
ート部８３の上流側に配置された第２のプレート部８４に冷却流路９１を形成することで
、第２のプレート部８４よりも高温になりやすい第１のプレート部８３の厚さを薄くする
ことが可能となる。
　これにより、冷却流路９１内を流れる冷却空気ＣＡを用いて、厚さの薄い第１のプレー
ト部８３を効率良く冷却することができる。
【００６６】
　さらに、冷却流路９１として、第２の面８４ａから上流側プレート５８側に凹んだ溝９
２を用いることで、冷却流路９１を流れる冷却空気ＣＡの一部を、第１のプレート部８３
の第１の面８３ａに直接接触させることが可能となるので、第２のプレート部８４に冷却
流路９１を内設させた場合と比較して、第１のプレート部８３を効率良く冷却することが
できる。
【００６７】
　筒状部材６２は、Ｘ方向の上流側及び下流側が開放端とされた筒状の金属製の部材であ
る。筒状部材６２は、第１及び第２のプレート部８３，８４を収容するとともに、第１及
び第２のプレート部８３，８４とともにプレナム６０を区画するための部材である。
【００６８】
　筒状部材６２は、下流側プレート５９に形成された冷却流路９１と接続され、冷却流路
９１から導出された冷却空気ＣＡを上流側プレート５８よりも上流側に形成された外筒内
空間に排気するための排気経路６２Ａを有する。
【００６９】
　このような構成とされた排気経路６２Ａを有することで、排気経路６２Ａから排気され
た冷却空気ＣＡを予混合チューブ６５内に導入される空気として再利用することができる
。
【００７０】
　燃料チューブ６４は、Ｘ方向に延在しており、先端部が燃料チューブ挿入孔７３に挿入
された状態で、上流側プレート５８に接合されている。燃料チューブ６４は、プレナム６
０に燃料ガスを供給する。
【００７１】
　予混合チューブ６５は、上流側及び下流側が開放端とされた管状のチューブである。予
混合チューブ６５は、上流側プレート５８、下流側プレート５９、及びプレナム６０をＸ
方向に貫くように設けられている。



(10) JP 6979343 B2 2021.12.15

10

20

30

40

50

　予混合チューブ６５の上流側の端部は、予混合チューブ挿入孔７５に配置されており、
予混合チューブ挿入孔７５を区画するプレート本体７１と接合されている。
　予混合チューブ６５の下流側の端部は、予混合チューブ挿入孔８５に配置されており、
予混合チューブ挿入孔８５を区画する第１及び第２のプレート部８３，８４と接合されて
いる。
【００７２】
　予混合チューブ６５は、プレナム６０に導入された燃料ガスＦを予混合チューブ６５内
に導くための燃料孔６５Ａを有する。燃料孔６５Ａから予混合チューブ６５内に導入され
た燃料ガスＦは、予混合チューブ６５内において、圧縮空気Ａと混合される。
【００７３】
　冷却空気導入管６８は、下流側の端部が第２のプレート部８４と接続された状態で、燃
料チューブ６４内及びプレナム６０に配置されている。冷却空気導入管６８は、空気導入
部８６に冷却空気ＣＡを導入させる。
【００７４】
　本実施形態の燃料噴射器５０によれば、高温となる下流側プレート５９に冷却空気ＣＡ
が流れる冷却流路９１を設けることで、冷却空気ＣＡで直接下流側プレート５９を冷却す
ることが可能となる。これにより、下流側プレート５９の外側から冷却空気ＣＡを吹き付
ける場合と比較して、少ない量の冷却空気ＣＡを用いて効率良く下流側プレート５９を冷
却させることができる。
【００７５】
　また、下流側プレート５９に、冷却空気導入管６８からの冷却空気ＣＡが導入される空
気導入部８６を有することで、冷却空気用のプレナムを設ける必要が無くなり、燃料ガス
用のプレナム６０のみを設ければよいため、燃料噴射器５０の構造を簡略化させることが
できる。
【００７６】
　ここで、図９～図１２を参照して、下流側プレート５９の形成方法、及び下流側プレー
ト５９への予混合チューブ６５の接合方法について説明する。図９～図１２において、図
４に示す構造体と同一構成部分には、同一符号を付す。
【００７７】
　初めに、図９に示す工程では、第２のプレート部８４の第２の面８４ａ側から溝９２を
加工することで、冷却流路９１を形成する。
【００７８】
　次いで、図１０に示す工程では、第２のプレート部８４の第２の面８４ａと第１のプレ
ート部８３の第１の面８３ａとが接触するように、第２のプレート部８４と第１のプレー
ト部８３とを接合させる。接合方法としては、例えば、ろう付けを用いることができる。
【００７９】
　次いで、図１１に示す工程では、第１及び第２のプレート部８３，８４を貫通する予混
合チューブ挿入孔８５を形成する。
　なお、図示していないが、図１１に示す工程において、空気導入部８６、及び分配部８
８を予混合チューブ挿入孔８５とともに一括形成してもよい。
【００８０】
　次いで、図１２に示す工程では、予混合チューブ挿入孔８５に予混合チューブ６５の下
流側端部を挿入した状態で、溶接により、下流側プレート５９に予混合チューブ挿入孔８
５を固定する。
【００８１】
　次に、図２を参照して、燃焼筒５２及びばね部材５５について説明する。
　燃焼筒５２は、筒状とされた部材であり、隙間を介在させた状態で燃料噴射器５０の下
流側を収容している。
　ばね部材５５は、燃料噴射器５０の外周面と燃焼筒５２の内周面との間に配置されてい
る。
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　燃料噴射器５０は、燃焼筒５２及びばね部材５５により、外筒４９内の位置が規制され
ている。
【００８２】
　次に、図１を参照して、冷却装置１７について説明する。
　冷却装置１７は、燃焼器１５へ供給される圧縮空気Ａの一部を抽気し、再び圧縮させた
後に、燃料噴射器５０に供給するための装置である。
　冷却装置１７は、抽気部１０１と、クーラ１０３と、強制空冷圧縮機１０４と、アンチ
サージ弁１０５と、冷却空気導入ライン１０６と、を有する。
【００８３】
　抽気部１０１は、中間車室１３に設けられている。抽気部１０１は、中間車室１３に導
入された圧縮空気Ａを抽気する。抽気された圧縮空気Ａは、クーラ１０３に供給される。
　クーラ１０３は、抽気された圧縮空気Ａを冷却する。クーラ１０３により冷却された圧
縮空気Ａは、強制空冷圧縮機１０４に供給される。
【００８４】
　このような構成とされたクーラ１０３を有することで、圧縮空気Ａを冷却することが可
能となる。これにより、抽気した圧縮空気Ａよりも温度の低い冷却空気ＣＡを燃焼器１５
に供給することができる。
【００８５】
　強制空冷圧縮機１０４は、クーラ１０３によって冷却された圧縮空気Ａを更に圧縮させ
ることで、冷却空気ＣＡを生成する。強制空冷圧縮機１０４により生成された冷却空気Ｃ
Ａは、冷却空気導入ライン１０６に導出される。
【００８６】
　アンチサージ弁１０５は、強制空冷圧縮機１０４のサージを防止する。
　冷却空気導入ライン１０６は、図２に示す冷却空気導入管６８と接続されている。冷却
空気導入ライン１０６は、冷却空気導入管６８に冷却空気ＣＡを導入させる。
【００８７】
　なお、冷却空気ＣＡは、ガスタービン１０の他の冷却対象、例えば、静翼に供給しても
よい。
【００８８】
　上述した冷却装置１７が強制空冷圧縮機１０４を有することで、抽気部１０１から抽気
された圧縮空気Ａをさらに圧縮することが可能となる。これにより、抽気した圧縮空気Ａ
よりも高い圧力とされた冷却空気ＣＡを燃焼器１５に供給することができる。
　また、強制空冷圧縮機１０４を有することで、冷却流路９１の断面積を小さくすること
ができる。
【００８９】
　また、図２では、一例として、１基のガスタービン１０に対して１系統の冷却装置１７
を設けた場合を例に挙げて説明したが、１基のガスタービン１０に対して複数系統の冷却
装置１７を設けてもよい。
【００９０】
　上述した本実施形態のガスタービン１０によれば、上記燃焼器１５を有することで、下
流側プレート５９を効率良く冷却することができるとともに、安定してガスタービン１０
を稼働させることができる。
【００９１】
　次に、図１３を参照して、本実施形態の第１変形例に係る燃料噴射器１１０について説
明する。図１３では、燃料噴射器１１０の一部を拡大した状態で図示する。図１３におい
て、図１２に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。
【００９２】
　燃料噴射器１２０は、第１のプレート部８３のうち、溝９２と対向する部分を貫通する
貫通孔１１１を有すること以外は、本実施形態の燃料噴射器５０と同様に構成されている
。
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【００９３】
　このような構成とされた貫通孔１１１を有することで、貫通孔１１１を流れる冷却空気
ＣＡにより第１のプレート部８３の内部から第１のプレート部８３を冷却させることが可
能になるとともに、貫通孔１１１から吐出された冷却空気ＣＡにより、第１のプレート部
８３の面８３ｂを冷却させることが可能となる。これにより、第１のプレート部８３を非
常に効率良く冷却させることができる。
【００９４】
　次に、図１４を参照して、本実施形態の第２変形例に係る燃料噴射器１２０について説
明する。図１４では、燃料噴射器１２０の一部を拡大した状態で図示する。図１４におい
て、図１２に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。
【００９５】
　燃料噴射器１１０は、第２のプレート部８４よりも第１のプレート部８３の厚さを厚く
するとともに、第１のプレート部８３に冷却流路９１（溝９２）を設けたこと以外は、本
実施形態の燃料噴射器５０と同様に構成されている。このように、第１のプレート部８３
に冷却流路９１（溝９２）を設けてもよい。
【００９６】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内におい
て、種々の変形・変更が可能である。
【００９７】
　なお、上記実施形態では、一例として、圧縮機１１が圧縮した圧縮空気Ａを、冷却装置
１７を経由させた後、燃料噴射器５０，１１０，１２０に冷却空気ＣＡとして供給する場
合を例に挙げて説明したが、圧縮機１１が圧縮した圧縮空気Ａを、冷却装置１７を経由さ
せないで、冷却空気ＣＡとして燃料噴射器５０，１１０，１２０に供給してもよい。
【符号の説明】
【００９８】
　５…発電機、１０…ガスタービン、１１…圧縮機、１２…タービン、１３…中間車室、
１５…燃焼器、１７…冷却装置、２１…圧縮機ロータ、２３…圧縮機車室、２５…圧縮機
静翼列、２７…圧縮機ロータ軸、２８…圧縮機動翼列、３１…タービンロータ、３３…タ
ービン車室、３５…タービン静翼列、３７…タービンロータ軸、３８…タービン動翼列、
４２…ガスタービンロータ、４９…外筒、５０，１１０，１２０…燃料噴射器、５２…燃
焼筒、５５…ばね部材、５８…上流側プレート、５９…下流側プレート、６０…プレナム
、６２…筒状部材、６２Ａ…排気経路、６４…燃料チューブ、６５…予混合チューブ、６
８…冷却空気導入管、７１…プレート本体、７３…燃料チューブ挿入孔、７５，８５…予
混合チューブ挿入孔、８３…第１のプレート部、８３ａ…第１の面、８３ｂ，８４ｂ…面
、８４…第２のプレート部、８４ａ…第２の面、８６…空気導入部、８８…分配部、９０
…セクター、９１…冷却流路、９２…溝、１０１…抽気部、１０３…クーラ、１０４…強
制空冷圧縮機、１０５…アンチサージ弁、１０６…冷却空気導入ライン、１１１…貫通孔
、Ａ…圧縮空気、Ａｏ…外気、Ａｘ…軸線、ＣＡ…冷却空気、Ｆ…燃料ガス、Ｇ…燃焼ガ
ス、Ｉ，Ｊ，Ｍ…領域、Ｌ…中心軸
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